
１　景気変動対策資金（特別・一般）の融資条件について

1　経済不況により事業経営に著しい影響を受けており、次のいずれかに該当する方

2　セーフティネット保証１～４号・６号に該当する方（借換の場合は各号）

3　危機関連保証制度要綱（平成29・10・23中庁第１号）に定める危機関連保証を利用する方

1　経済不況により事業経営に著しい影響を受けており、次のいずれかに該当する方

　⑴　最近３か月の売上高又は収益性が前４か年のいずれか同期に比べ、５％以上減少している

　⑵　最近６か月の売上高又は収益性が前４か年のいずれか同期に比べ、５％以上減少している

2　セーフティネット保証５号・７号・８号に該当する方

1　経済不況により事業経営に著しい影響を受けており、次のいずれかに該当する方

2　セーフティネット保証１～４号・６号に該当する方（借換の場合は各号）

3　危機関連保証制度要綱（平成29・10・23中庁第１号）に定める危機関連保証を利用する方

1　経済不況により事業経営に著しい影響を受けており、次のいずれかに該当する方

　⑴　最近３か月の売上高又は収益性が前３か年いずれか同期に比べ、５％以上減少している

　⑵　最近６か月の売上高又は収益性が前３か年いずれか同期に比べ、５％以上減少している

2　セーフティネット保証５号・７号・８号に該当する方

２　信用保証料補助の補助割合について

　　保証料の上乗せ負担等により経営者保証の解除を選択できる制度（事業者選択型経営者保証非提供制度）を利用
　する場合、長野県の制度改正にならい補助割合を引き下げ、これまでと同水準の補助額とします。
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　　新型コロナウイルスの影響収束により、前４か年（コロナ直前期～）いずれか同期との比較を終了します。
　　物価高等の影響を考慮して、比較項目として収益性を残し、前３か年（物価高騰直前期～）いずれか同期との
　比較とします。

　⑴　最近３か月の売上高又は収益性が前４か年のいずれか同期に比べ、１０％以上減少している

　⑵　最近６か月の売上高又は収益性が前４か年のいずれか同期に比べ、１０％以上減少している

　⑴　最近３か月の売上高又は収益性が前３か年いずれか同期に比べ、１０％以上減少している

　⑵　最近６か月の売上高又は収益性が前３か年いずれか同期に比べ、１０％以上減少している
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３　申込みフローの変更について

　　松本市制度資金を利用する場合、申請書類は３部（市、金融機関、保証協会分）市への提出が必要でしたが、
　令和６年度より長野県の運用にならい、市への提出は２部（市、金融機関分）とします。保証協会審査分は、
　協会が求める書類を直接協会へ提出し、審査を進めてください。　

４　「滞納がない証明書」の取扱いおよび市あっせん申込書の様式変更について

　　これまであっせん申込者の滞納確認のため、松本市の「滞納がない証明書」の提出を求めていましたが、
　令和６年度より申込者の同意があれば市担当課で確認することができるようになりました。
　　これに伴い、県・市制度資金申込の際、松本市の「滞納がない証明書」の提出は不要とし、以下のとおり
　ご対応をお願いいたします。

　【県制度資金の場合】
　「市税の閲覧に関する同意書」により、申込者から閲覧の同意を得て、市申込時に添付してください。
　なお、県税の納税証明書の取得については、これまでと変更ありません。

　【市制度資金の場合】
　あっせん書の様式を、新様式（様式第７号)に変更いたします。
　様式の所定欄に、申込者から閲覧の同意を得てください。（様式は全体的に簡略化しています。）
　なお、同意欄については、上記同意書で代替することも可能です。

　滞納状況の調査には２～３日お時間をいただく場合があります。
　お急ぎの融資の場合は、従来どおり「滞納がない証明書」を添付いただくことも可能です。
　滞納があった場合は、申込金融機関のご担当者様宛にご連絡します。

　申請書類等の様式は商工課窓口にて配布する他、市ＨＰにも掲載します。適宜ダウンロードしてご利用ください。
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【現行】

【新】※長野県制度資金と同じ流れです。


